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販売禁止農薬について

















残留性有機汚染物質に係るストックホルム条約（POPs条約）について

１ ．ＰＯＰｓとは？

残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants）の略称で、以下の性質を有す

る物質；

①ヒトや環境への毒性が強い

②環境中で分解し難い（残留性）

③生物濃縮性がある

④大気・水及び移動性生物により地球規模で移動して環境を汚染する可能性が

ある

対象として別紙の１２物質が既に指定されている。

２.条約化交渉の経緯

（１) １９９２年６月、リオ・デジャネイロで開催された地球環境サミットにおいて、海

洋汚染、特に残留性の高い有機化学物質による汚染防止の必要性が示された。

（２）１９９５年５月、ＵＮＥＰ（国連環境計画）政府間会合において、陸上活動によっ

て影響を受ける海洋環境保護のための世界行動計画が採択され、その際、残留性有機

汚染物質（ＰＯＰｓ）として１２物質（別紙参照）が示された。また、これら物質の

排出を国際的に削減・根絶するため、国際条約等の法的拘束力のある文書策定が求め

られた。

（３）１９９７年２月、第１９回ＵＮＥＰ管理理事会において、法的拘束力を有する国際

条約策定に向け政府間交渉会議の開催を決定。

（４）１９９８年６月、第１回政府間交渉会議開催され、条約作成に向けた具体的検討を

開始。

（５）２０００年１２月、ヨハネスブルグ（南ア）にて開催された第５回政府間交渉会議

において、条約案文を最終化。

（６）２００１年５月２２日～２３日にストックホルムにて開催された外交官会議におい

て正式採択。

（７）２００４年５月１４日、締約国数が５０カ国に達したことにより、本条約は発効。

（８）２００５年５月ウルグアイにて第１回締約国会議が開催された。

（９）２００６年５月ジュネーブにて第２回締約国会議が開催された。

（10）２００７年４月セネガルにて第３回締約国会議が開催された。

（11）２００９年５月ジュネーブにて第４回締約国会議が開催され、新たに９物質が対象

とされた（発効は１年後）。

（第４回会合から２年毎の開催）

３． 条約の概要

（１）条約の目的

リオ宣言第１５原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質の

汚染から、人の健康及び環境の保全を図ること。
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（２）対象物質

現段階では別紙の１２物質が対象。

なお、新たな物質追加については、POPｓ検討委員会（POPRC)にて検討し、締約国会議

に勧告される。

（３）行うべき対策

①製造、使用の原則禁止（PCB、クロルデン等９物質。PCB含有機器については使用期限

及び処理期限を設定）

②製造、使用の制限（ＤＤＴはマラリア対策用のみ限定使用可）

③非意図的生成物質（ダイオキシン等）の排出の削減

④ストックパイル（備蓄品・保管物）・廃棄物の適正処理

（POPsを含むストックパイルについて、実際的範囲での所在確認、適正処理を行う）

（４）その他の措置

○POPsの製造、使用の廃絶や排出の削減、代替物質に関する締約国間の情報交換

○POPsに関する情報の公開、教育等の実施、PRTR等による排出量・廃棄量の把握・公表

等

○POPsによる影響の評価・排出抑制技術等の調査研究、モニタリングの推進等

○途上国に対する技術・資金援助

４.条約の締結及び発効について

・締結

現在、我が国では、条約締結の承認を求めるため平成１４年通常国会に提出され、

同年７月２５日に国会承認が得られたところ。

国会審議と並行して、国内担保措置を整備すべく、関係政省令の改正が行われた。

（農薬関連では、ＰＯＰｓ対象物質の販売禁止を行うべく、農林水産省令の改正を

行い、平成１４年７月３０日施行済み。）

我が国は、平成１４年８月３０日に正式に批准。

・発効

平成１６年２月、条約締結国が５０カ国に達し、その９０日後である、平成１６年

５月１７日、締結国に対し効力を発した。

（平成２１年７月現在、１６４カ国（＋ EC）が締結）

５.国内の作業状況

・国内実施計画のとりまとめ

我が国は、本条約第７条に規定されている措置の実施（POP ｓの製造・使用等の

禁止、POP ｓの意図的でない生成による放出の削減、POP ｓを含む在庫や廃棄物の

適正管理・処理）義務を果たすため、国内実施計画を策定した。

（１）平成１７年６月２４日、地球環境保全に関する関係閣僚会議において、国内実施

計画が了承された。

（２）平成１８年３月１３日、POP ｓ事務局に、国内実施計画書が提出された。
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（別 紙）

１．現段階でのＰＯＰｓ条約対象１２物質及び国内での規制状況（平成21年12月現在）

物質名 主な用途 農薬とし 農薬登録 省令による 備 考

ての登録 の失効 販売禁止農

薬

ＤＤＴ 殺虫剤、ｼﾞｺﾎﾙの S23.9.27 S46. 5. 1 ○

（ANNEX B） 製造、中間体

アルドリン 殺虫剤
＊

S29.6. 3 S50. 2.19 ○

（ANNEX A）
ディルドリン 殺虫剤 S29.6. 3 S50. 6. 1 ○

（ANNEX A） 第１種特定

エンドリン 殺虫剤 S29.6. 3 S50.12.18 ○ 化学物質
（*）

（ANNEX A）
クロルデン 殺虫剤、ｼﾛｱﾘ駆

（ANNEX A） 除、合成接着剤 S25.9.18 S43.12.17 ○

の添加物

ヘプタクロル 殺虫剤、ｼﾛｱﾘ駆

（ANNEX A） 除、地下ｹｰﾌﾞﾙ用 S32.4.24 S50. 5. 4 ○

の箱に使用

ＨＣＢ 中間体、駆除剤

(ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ) の溶剤、非意図 － － ○

（ANNEX A 及び 的生成物

C） 第１種特定

マイレックス ｼﾛｱﾘ駆除、難燃 － － ○ 化学物質
（*）

（ANNEX A） 剤

トキサフェン 殺虫剤 － － ○

（ANNEX A）
ＰＣＢ 溶媒、絶縁体等 第１種特定

（ANNEX A 及び 非意図的生成物 化学物質
（*）

C） ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対

ＰＣＤＤ 非意図的生成物 策

(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類) 特別措置法

(ANNEX C)
ＰＣＤＦ 非意図的生成物 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対

(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類) 策

(ANNEX C) 特別措置法

（＊）：第１種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び人等への長期毒性を有するものであ

り「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（通称：化審法）」に基づき指定された

物質。製造、使用、輸入等が規制されている。
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２． 平成２１年５月第４回締約国会議で指定された物質（平成22年5月発効予定）

物質名 主な用途 農薬とし 農薬登録 省令による 備考

ての登録 の失効 販売禁止農

薬

リンデン 第１種特定

（ｶﾞﾝﾏ-ﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍ 化学物質に

ｷｻﾝ） 殺虫剤 S24.2.24 S49.11.27 ○ 追加予定

(ANNEX A)

クロルデコン

(ANNEX A) 殺虫剤 － － 追加予定

ペンタクロロベン 農薬製造時の非

ゼン 意図的生成物な － － 追加予定

（ANNEX A 及び C）ど 第１種特定

化学物質に

ｱﾙﾌｧ-ﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍｷ 追加予定

ｻﾝ ﾘﾝﾃﾞﾝの副生物 － － 追加予定

(ANNEX A)

ﾍﾞｰﾀ-ﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍｷ

ｻﾝ ﾘﾝﾃﾞﾝの副生物 － － 追加予定

(ANNEX A)

ﾃﾄﾗﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃ

ﾙ及びﾍﾟﾝﾀﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ難燃剤

ｪﾆﾙｴｰﾃﾙ

(ANNEX A)

ﾍｷｻﾌﾞﾛﾓﾋﾞﾌｪﾆﾙ

(ANNEX A) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ難燃剤

第１種特定

ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ 化学物質に

酸(PFOS)、ﾊﾟｰﾌﾙｵ 追加予定

ﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾌﾙｵﾘ 撥水撥油剤、界

ﾄﾞ(PFOSF) 面活性剤

(ANNEX B）

ﾍｷｻﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃ

ﾙ及びﾍﾌﾟﾀﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ難燃剤

ｪﾆﾙｴｰﾃﾙ

(ANNEX A)









残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の関係条文

第三条 意図的な製造及び使用から生ずる放出を削減し又は廃絶

するための措置

１ 締約国は、次のことを行う。

（a）次のことを禁止し、又は廃絶するために必要な法的措置及び

行政措置をとること。

（i）附属書Ａの規定が適用される場合を除くほか、同附属書に

掲げる化学物質を製造し及び使用すること。

（ii）附属書Ａに掲げる化学物質を輸入し及び輸出すること。

ただし、２の規定に従うものとする。

（b）附属書Ｂの規定に従い、同附属書に掲げる化学物質の製造及

び使用を制限すること。

２，３，４ （略）

５ １及び２の規定は、この条約に別段の定めがある場合を除く

ほか、実験室規模の研究のために又は参照の標準として使用さ

れる量の化学物質について適用しない。
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の概要

○ 目的

難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若

しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境汚染を防止するた

め、新規の化学物質が製造・輸入される前に、その物質の性状（分解性・蓄積

性・人への毒性・生態毒性など）等について審査する制度を設けるとともに、

その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制

を行うこと。

○ 規制対象物質と規制の内容

(１) 第一種特定化学物質

難分解性（自然的作用による化学変化を生じにくい）及び高蓄積性（生物の

体内に蓄積されやすい）の性状を有し、かつ人又は高次捕食動物への長期毒性

（継続的に摂取される場合には、人の健康又は高次補食動物の生息又は生育に

支障を及ぼすおそれ）を有する化学物質。

【規制内容】

製造及び輸入の許可制（事実上禁止）、特定の用途以外での使用の禁止、政

令で指定した製品の輸入禁止、必要な場合の事業者に対する回収命令等。

(２) 第二種特定化学物質

難分解性の性状を有し、人又は生活環境動植物への長期毒性を有し、相当広

範な地域の環境において相当程度残留し、又は近くその状況に至ることが確実

であると見込まれることにより、人の健康又は生活環境動植物の生息若しくは

生育に係るリスクがあると認められる化学物質。

【規制内容】

製造・輸入予定数量及び実績の届出義務、必要に応じて製造・輸入予定数量

の変更命令、取扱いに係る技術上の指針の策定・勧告、表示の義務、取扱いに

関する指導・助言等。

(３)第一種監視化学物質

難分解性及び高蓄積性の性状を有する既存化学物質で、第一種特定化学物質

に該当するかどうか明らかでないもの。

※ 既存化学物質：昭和48年に化審法が公布された際に、現に業として製造

又は輸入されていた化学物質。約２万物質が「既存化学物質名簿」に収載され

ている。

資料５－４



【規制内容】

製造・輸入実績数量の届出の義務、合計１t以上の化学物質については物質

名と製造・輸入実績数量を国が公表、取扱いに関する指導・助言。

当該化学物質により環境の汚染が生じるおそれがあると見込まれる場合に

は、有害性調査の指示。

(４) 第二種監視化学物質 （旧化審法における「指定化学物質」）

高蓄積性ではないが、難分解性で、人への長期毒性の疑いを有する化学物質。

【規制内容】

製造・輸入実績数量の届出の義務、合計１００t以上の化学物質については

物質名と製造・輸入実績数量を国が公表、取扱いに関する指導・助言。

当該化学物質により環境が汚染され、人の健康へのリスクがあると見込まれ

る場合には、有害性調査の指示。

(５) 第三種監視化学物質

高蓄積性ではないが、難分解性であり、生態毒性（動植物の生息又は生育に

支障を及ぼすおそれ）を有する化学物質。

【規制内容】

製造・輸入実績数量の届出の義務、合計１００t以上の化学物質については

物質名と製造・輸入実績数量を国が公表、取扱いに関する指導・助言。

当該化学物質により環境が汚染され、生活環境動植物の生息又は生育に係る

リスクがあると見込まれる場合には、有害性調査の指示。

○ 新規化学物質の審査・判定等

我が国で新規化学物質を製造又は輸入しようとする者は、あらかじめ厚生労

働大臣、経済産業大臣、環境大臣に届け出なければならない。３大臣は、当該

化学物質に関する知見に基づき、第一種特定化学物質、監視化学物質又は規制

対象でない化学物質のいずれに該当するかを審査・判定し、届出者にその結果

を通知することとされており、届出者はこの通知を受けた後でなければ、製造

・輸入ができない。通常は下記の試験項目の結果を届出者が提出し、国はこれ

をもとに審査・判定を行っている（高蓄積性の性状を有する場合等は試験項目

が異なる場合がある。）。

○ 既存化学物質に関する規制

既存化学物質については官民が連携して既存化学物質の安全性点検として収

集した試験結果等に基づき、第一種特定化学物質、監視化学物質に該当する性

状を有するかどうかを審査し、該当するものについては第一種特定化学物質又

は監視化学物質に指定し、公示している。



化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令（抄）

（昭和四十九年六月七日政令第二百二号）

内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 （昭和四十八年法

律第百十七号）第二条第二項 、第三条第一項 ただし書、第十三条第一項 、

第十四条 及び第二十八条 の規定に基づき、この政令を制定する。

（第一種特定化学物質）

第一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「法」という。）

第二条第二項 の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。

一 ポリ塩化ビフェニル

二 ポリ塩化ナフタレン（塩素数が三以上のものに限る。）

三 ヘキサクロロベンゼン

四 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四ａ・五・八・八

ａ―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタ

レン（別名アルドリン。第三条の表第三号において「アルドリン」とい

う。）

五 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四

・四ａ・五・六・七・八・八ａ―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エン

ド―五・八―ジメタノナフタレン（別名ディルドリン。第三条の表第四

号において「ディルドリン」という。）

六 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四

・四ａ・五・六・七・八・八ａ―オクタヒドロ―エンド―一・四―エン

ド―五・八―ジメタノナフタレン（別名エンドリン）

七 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス（四―クロロフェニル）エタ

ン（別名ＤＤＴ。第三条の表第三号において「ＤＤＴ」という。）

八 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三ａ・四

・七・七ａ―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一Ｈ―インデン、一・四

・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三ａ・四・七・七ａ―テトラヒ

ドロ―四・七―メタノ―一Ｈ―インデン及びこれらの類縁化合物の混合

物（別名クロルデン又はヘプタクロル。第三条の表第五号において「ク

ロルデン類」という。）

九 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド

十 Ｎ・Ｎ′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、Ｎ―トリル―Ｎ′

―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はＮ・Ｎ′―ジキシリル―パ

ラ―フェニレンジアミン



十一 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール

十二 ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ［二・二

・一］ヘプタン（別名トキサフェン）

十三 ドデカクロロペンタシクロ［五・三・〇・二・六〇・三・九〇・四

・八〇］デカン（別名マイレックス。第三条の表第九号において「マイ

レックス」という。）

十四 二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス（四―クロロフェニル）エ

タノール（別名ケルセン又はジコホル）

十五 ヘキサクロロブタ―一・三―ジエン

十六 二―（二Ｈ―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル）―四・

六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
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